
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 

第 1 回 危機管理対策本部 会議次第 

 

 令和２年２月７日(木) 

 庁   議   室  

 

１ 開会（本部長挨拶） 

 

 

 

２ 現状及び国、東京都の動向について（報告）【資料１～３】 

 

 

 

３ 帰国者・接触者電話相談センターの設置について【資料４】 

 

 

 

４ 今後の対応方針について【資料５～７】 

 

 

 

５ その他 

 

  危機管理連絡会議 ⇒ 区窓口での対応 

 

 

 

６ 閉 会 

 



【資料１】



【資料２】





【資料３】



【資料４】





新型コロナウイルスの感染を防ぐためのお願い 
 

現在、新型コロナウイルス感染症の患者が国内でも多数発生しています。 
北区では、保健所に帰国者・接触者電話相談センターを設置し、電話相談を行うとともに、

新型コロナウイルスの流行地域から帰国された方々の健康観察と相談にあたっています。 
また、「区⺠の安全で安⼼な生活を維持するため、新型コロナウイルス感染症による健康

への影響を可能な限り抑制する」ことを基本方針に、私を本部⻑とする「北区危機管理対策
本部」を設置し、同本部を中⼼に国や東京都、関係機関と密接に連携しながら、情報の収集
を行うとともに区内及び近接地域での感染が確認された場合に備えて体制を整えてまいり
ます。 
 

区⺠の皆様には、国、東京都、北区の発表する正しい情報に基づき、冷静に行動してくだ
さい。 

中国湖北省（武漢市を含む）滞在歴のある帰国者、または、その帰国者で発熱や呼吸器症
状のある方と接触歴のある方で、発熱や咳、鼻水などの症状がみられ、新型コロナウイルス
が疑われる場合には、直接医療機関を受診せず、保健所（帰国者・接触者電話相談センター）
に電話で相談してください。 

手洗い、うがい、咳エチケット（＊）を励行し、咳などの症状がある場合は、マスクを付
けてください。 
 

ご理解、ご協力をお願いします。 
 

北区⻑ 花 川 與惣太 
 



区民の皆さんへ 

新型コロナウイルス感染を防ぐために 
（令和２年２月７日） 

 

新型コロナウイルス感染症は、現在国内で流行が認められる状況には 

ありませんが、感染やその拡大には十分気をつける必要があります。 

 そこで、北区では、区民の安全で安心な生活を維持するため、新型コロナ

ウイルス感染症による健康への影響を可能な限り抑制することを基本方針

として、区長を本部長とする危機管理対策本部を設置し、全力をあげて新型

コロナウイルス感染症対策を推進してまいります。 

以下の感染予防法を守り、正確な情報に基づいて、冷静に行動してくださ

い。 

感染予防法 

○手洗い、うがい、咳エチケットを（＊）を励行しましょう。 

○適切な栄養と十分な睡眠をとり、体力の低下を防ぎましょう。 

○中国湖北省（武漢市を含む）滞在経験のある帰国者又はその帰国者と接

触歴にある方で、発熱や咳など症状がある時は、すぐに医療機関を受診

せず「帰国者・接触者電話相談センター」に電話しましょう。 

 

北 区 帰国者・接触者電話相談センター 

電話：3919-3104（平日 9：00 ～ 17：00） 

   3919-4500（２月１７日以降） 

東京都 帰国者・接触者電話相談センター 

電話：5320-4592（平日 17：00 ～ 翌９：00） 

          （土日祝日 終日） 

＊咳エチケット 

・咳やくしゃみをする際は、ティッシュなどで口と鼻をおおい、他の人から顔をそむけましょう。 

（できれば１～２メートル離れてください） 

・とっさの時は袖や上着の内側でおおってください。 

・使ったティッシュは、すぐにごみ箱に捨て、手洗いまたは手指消毒を行ってください。 

・咳などの症状がある人には、マスクを着けてもらいましょう。  


